
し尿処理手数料徴収業務委託仕様書 

 

 

 鎌ケ谷市（以下「発注者」という。）と事業所（以下「受注者」という。）との間で締

結する、し尿処理手数料（以下「手数料」という。）徴収業務委託契約書（以下「契約書」

という。）に基づく委託業務について、し尿処理手数料の確実な確保による収納率の向上

及び住民の便益の増進を図ると同時に効率的な事務を進めることを目的とし、次の仕様に

より実施するものとする。 

 

第１条 受注者が実施する算定事務の範囲 

１ 鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則（平成６年鎌ケ谷市規 

則第１１号。）第１３条に規定する各種届出の処理 

２ 毎月処理するし尿処理作業票（別記第１号様式）に係る算定資料の作成 

３ 期別算定報告書及び調定明細表（以下「報告書」という。）の作成並びに報告 

 

第２条 届出の受付及び処理 

１ 受注者は、し尿処理申請書等届（以下「申請書」という。）送付書（別記第２号様 

式）と共に発注者から送付される各種届出書の受付を行い、その内容を確認ののち、 

申請書等届受取書（別記第２号様式）を速やかに、発注者に送付するものとする。 

２ 受注者は、前項の受付を行ったときは、申請書に基づき、直ちにし尿処理対象者（以 

下「対象者」という。）台帳を作成するものとする。 

３ 前項の事務処理にあたって、電算処理を必要とするものについては、受注者が行う 

ものとする。 

４ 前項の電算処理を受注者が行うことが困難な場合は、受注者が指定する者（以下「電 

算業者」という。）に行わせることができる。 

 

第３条 電算業務に係る再委託 

１ 受注者は、前条第４項に規定する電算業者の指定を行うときは、契約書第１０条た 

だし書きの規程により、手数料徴収業務（以下「業務」という。）に係る再委託申請 

書（別記第３号様式）を発注者に提出し、承諾を受けなければならない。 

２ 発注者は、前項の申請があり適当と認めたときは、業務に係る再委託承諾書（別記 

第４号様式）により承諾するものとする。 

 

第４条 調定事務 

１ 発注者が行う調定事務は、３か月に１回行うものとする。 

２ 受注者は、調定事務に要する算定資料の作成にあたっては、業務予定表（以下「予 

定表」という。）（別記第５号様式）を作成し、調定予定月の前月２５日までに発注

者に提出するものとする。 

３ 受注者は、発注者に提出した予定表に変更、追加等が生じた場合は、速やかに発注



者に報告し、承認を受けるものとする。 

 

第５条 作業票の確認 

１ 発注者は、手数料調定処理に必要な基礎資料として、し尿処理収集業務受託者（以 

下「収集業者」という。）から提出される作業票の内容を確認するものとする。 

２ 作業票の確認処理は発注者が行うものとし、受注者は収集業者に作業内容等につい

て確認してはならない。 

 

第６条 手数料の算定 

１ 受注者は、発注者から作業票の提出を受け、その都度対象者毎に、手数料の算定を 

行うものとする。 

２ 受注者は、前項の規程により料金を算定したときは、当該算定明細表（以下「月報」

という。）（別記第６号様式）を作成し、発注者に報告するものとする。 

３ 発注者は、受注者から提出された月報の内容を審査し、疑義があるときはその旨を

受注者に通知するものとする。 

４ 受注者は、発注者から通知があった事項について、その原因を調査・報告するもの 

とする。 

 

第７条 現場調査 

１ 受注者は、料金算定等の過程において、収集量の極端な増減が認められるなど疑義 

が生じたものについては、直ちに、発注者に確認を依頼するなど的確な事務処理を指 

示するものとする。 

２ 発注者は、調査等の結果を受注者に通知し、算定結果の更正等適切な事務処理を指 

示するものとする。 

 

第８条 報告書の整備 

１ 受注者は、期毎に手数料の算定を行ったときは、契約書第３条第１項に定める報告 

書（別記第７号様式）を作成し、対象者別手数料賦課の明細を明確にしておかねばな 

らない。 

２ 受注者は、前項に規定する報告書を作成したときは、契約書第３条第１項に定める 

期日までに、発注者に、１部提出するものとする。 

 

第９条 受注者が実施する請求事務の範囲 

１ 手数料の請求 

２ 督促状の発送 

３ 催促状の発行・その他 

 

第１０条 手数料の請求 

１ 手数料の請求は、契約書第４条に規定する鎌ケ谷市し尿処理手数料納入通知書（以 

下「納入通知書」という。）（別記第８号様式）により行うものとする。 



２ 受注者は、納入通知書発送の際、適宣手数料自動払込利用申込書兼手数料口座振替 

依頼書を同封し、対象者に口座振替制度の利便性を説明し、口座振替の推進を図るも 

のとする。 

３ 受注者は、口座振替制度を利用する者に対し、納付書発行時期に併せて引き落とし 

を実施する旨の通知書（別記第８号の２様式）を発送するものとする。 

 

第１１条 未納者の報告 

１ 受注者は、手数料の納入期限が経過しても、納入しない者があるときは、契約書第 

５条第１項の規定により、手数料未入金明細表（別記第９号様式）を提出し、報告す 

るものとする。 

 

第１２条 督促状の発送 

１ 受注者は、対象者が手数料を滞納したときは、発注者の指示により督促状（別記第

１０号の１及び２様式）を発送し、滞納整理に努めるものとする。 

２ 督促状の発送は、納入期限後２０日以内に行うものとし、督促状の納入期限は、原 

則として発送日後、土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く１１日以内とする。 

３ 督促状の発送は、１請求分につき１回行うものとする。 

４ 督促状の発送に際し、仕様書第１０条に規定する納入通知書を添付するものとする。 

５ 受注者は、督促状況を明確にするため、督促状発送明細表（別記１１号様式）を作 

成し、報告するものとする。   

 

第１３条 催促状の発行 

１ 受注者は、前条に規定する督促にかかわらず未納金がある者については、発注者の 

指示により手数料催促状兼領収書等納入通知書（別記第１２号様式）を作成し、催促 

を行うものとする。 

２ 催促状の発行は、原則年４回行うものとする。 

３ 受注者は、催促状況を明確にするため、催促状発送明細表（別記第１３号様式）を 

作成し、報告するものとする。 

 

第１４条 滞納整理 

１ 受注者は、仕様書第１２条、第１３条に規定する督促及び催促を行ったにもかかわ

らず、未納金がある者については、電話、個別訪問等により収納に努めるものとする。 

２ 前項に係わる事務処理にあたっては、滞納整理票（別記第１４号様式）を作成し、 

記録しなければならない。 

 

第１５条 情報の提供 

１ 受注者は、請求事務を行うにあたり、対象者の転出先等の不明なものがあるときは、

発注者に調査依頼をすることができる。 

２ 発注者は、前項の調査依頼を受けたときは、速やかに調査し通知するものとする。 

 



第１６条 受注者が実施する収納事務の範囲 

１ 手数料の収納 

２ 手数料の納入整理 

３ 手数料の発注者への納入及び報告 

 

第１７条 手数料の収納 

１ 手数料は、納入通知書による自主納付及び口座振替納付による定例納付を原則とす 

る。 

２ 納入通知書による自主納付については、受注者が別に契約する金融機関において行

うものとする。 

３ 口座振替による自主納付については、受注者が別に契約する金融機関において行う 

ものとする。 

４ 前項に規定する口座振替納付の振替日は、当該調定月の末日とする。 

５ 無断退去に係る収納事務については、次の各号に定めるところによる。 

（１）対象者が発注者の窓口において転居等に係る手数料随時精算手続きを行った際は、

発注者の職員が手数料を収納するものとする。 

（２）受注者が収納事務の間に対象者の転出等を知った場合は、直ちに発注者に連絡し、

その指示を仰ぐものとする。 

（３）無断退去により転出先が不明な者に対する精算は、追跡業務を行い、収納に努め

るものとする。 

 

第１８条 手数料の納入整理 

１ 対象者が納付した手数料は、受注者が指定する金融機関に収納し管理するものとす 

る。 

２ 受注者は、自ら収納管理する手数料については、毎月手数料入金明細表（別記第１ 

５号様式）を作成整理し、その収納状況を明確にしておかなければならない。 

 

第１９条 手数料の発注者への納入 

１ 受注者は、対象者から収納した手数料について、契約書第６条第１項の規定により、 

次のとおり発注者へ納入するものとする。 

（１）各月の納入状況の内容は、前月末日までに収納が確認されたものとする。 

（２）納入は、市の指定する納付書（別記第１６号様式）により行うものとする。 

 

第２０条 収納報告 

１ 受注者は、手数料の発注者への納入に際して、収納内容を明確にした手数料入金明 

細表及び同収納状況報告書（別記第１７号様式）をもって収納報告を行うものとする。 

 

第２１条 手数料の還付及び過不足 

１ 受注者は、対象者からの収納にあたって、重複納付及び過不足が生じたものについ 

ては、その理由を付して発注者に報告するものとする。 



２ 前項に規定するもののうち、発注者への納入が行われていないものについては、受

注者が還付又は不足分の徴収を行うものとする。 

３ 発注者への納入が行われているもののうち、重複納入については、発注者が対象者 

に還付することとし、過不足については、受注者が責任をもって徴収し、発注者に納 

入するものとする。 

 

第２２条 発注者の窓口での納付 

１ 対象者が発注者の窓口において、手数料を納付したときは、その旨を受注者に通知

するものとする。 

２ 前項による通知を受けた受注者は、対象者に関する収納事務を対象外とする手続き

をとり、重複納入等のないようにしなければならない。 

 

第２３条 帳票及び統計資料の作成 

１ 受注者は、発注者の指示するところにより、次の帳票及び統計資料を電算システム

により作成するものとする。 

（１）帳 票 

ア し尿処理作業票（第１条関係）  

イ 手数料算定報告書（第１条関係） 

ウ 手数料調定明細書（第１条関係） 

エ 手数料未入金明細書（第１１条関係） 

オ 手数料督促状発送明細書（第１２条関係） 

カ 手数料催促状発送明細書（第１３条関係） 

キ 手数料入金明細表（第１８条関係）  

ク 手数料収納状況報告書（第２０条関係） 

（２）統計資料 

ア 業者別マスター一覧 

イ し尿使用者明細（ＣＤ－ＲＯＭ） 

ウ その他、発注者の指示するもの 

 

第２４条 データの貸与 

１ 発注者は受注者に対し、委託業務に必要なデータを貸与する。受注者は、委託業務 

が完了したときは、遅滞なくこれを発注者に返還しなければならない。 

 

第２５条 データの帰属 

１ 委託業務により作成された一切のデータの権利は、発注者に帰属する。発注者は必 

要により、受注者に対してデータの提出を求めることができる。 

 

第２６条 収納事務の引き継ぎ 

１ 受注者は、契約書第８条に規定する収納事務の引き継ぎを行うときは、仕様書第１ 

４条第２項に規定する滞納整理票を添付するものとする。 



第２７条 留意事項 

１ 手数料等に関する苦情については、受注者の判断によらず、発注者の指導を仰ぎ処 

理するものとする。 

２ 受注者は、電話、個別訪問等で対象者と接触するときは、誠意をもって臨み、無用 

なトラブルを惹起しないよう言動に充分留意しなければならない。 

 

第２８条 その他の報告 

１ 受注者は、業務の実施において、次の各号に掲げる事項を発見したときは、速やか 

に発注者に報告するものとする。 

（１）鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例、鎌ケ谷市廃棄物の減量及び

適正処理等に関する条例施行規則に違反する行為 

（２）手数料徴収に係る重大な苦情処理 

 

第２９条 収納金に係る利息の取り扱い 

１ 受注者が収納管理する手数料において、仕様書第１９条に規定する発注者への納入 

までに、当該手数料に利息が生じたときは、これを発注者に納入するものとする。 

 

第３０条 協 議 

１ この仕様書に疑義が生じたとき、または仕様に定めがない事項については、発注者、 

受注者双方で別途協議するものとする。 

 


